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申
告
・
相
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の
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付
日
程

　

混
雑
緩
和
の
た
め
に
、「
市
・
県
民
税
申
告

の
手
引
き
」
に
あ
る
地
区
ご
と
の
指
定
日
の
申

告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。手
引
き
は
市
民
税
課
、

出
張
所
・
連
絡
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

受
付
時
間
…
午
前
9
時
～
午
後
4
時

2
月

17
日
㈪

南
古
谷
公
民
館

18
日
㈫
・
19
日
㈬
高
階
南
公
民
館

20
日
㈭

福
原
公
民
館

21
日
㈮

ジ
ョ
イ
フ
ル

24
日
㈪
・
25
日
㈫
大
東
公
民
館

26
日
㈬
～
28
日
㈮
メ
ル
ト

3
月

3
日
㈪

北
部
地
域
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

4
日
㈫

霞
ケ
関
北
公
民
館

5
日
㈬
・
6
日
㈭
霞
ケ
関
公
民
館

7
日
㈮
～
10
日
㈪
や
ま
ぶ
き
会
館

11
日
㈫

農
業
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

12
日
㈬
～
14
日
㈮
や
ま
ぶ
き
会
館

17
日
㈪

本
庁
舎
７
Ａ
会
議
室

平
成
26
年
1
月
1
日
の
時
点
で
川
越
市

に
住
ん
で
い
ま
し
た
か
？

＊
市
・
県
民
税
の
賦
課
基
準
日
は
、
毎

年
1
月
1
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
25
年
1
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
に
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

所
得
税
の
納
付
・
還
付（
医
療
費
控
除
・

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
）を
受

け
る
た
め
、
税
務
署
に
平
成
25
年
分
所

得
税
の
確
定
申
告
を
し
ま
す
か
？

市
・
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
こ
と

で
、
併
せ
て
市
・
県
民
税
の
申
告
が
済

み
ま
す
。
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
2

月
10
日
発
行
の
広
報
川
越
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

平
成
26
年
1
月
1
日
の
時
点
で
、
川

越
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
自
己

ま
た
は
家
族
の
た
め
の
家
屋
を
所
有

し
て
い
ま
す
か
？

申
告
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん

＊
非
課
税
証
明
書
が
必
要
な
方
と
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
・
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
、
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
な

ど
は
申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
書
裏
面

（
昨
年
中
収
入
の
な
か
っ
た
人
の
記
入

欄
）を
記
入
し
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

収
入
は
給
与
で
す
か
？

給
与
以
外
の
収
入
が
あ
り
ま
す
か
？

勤
務
先（
支
払
い
先
）か
ら
川
越
市

へ
、
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
ま
す
か
？

市
・
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す

　

均
等
割
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
申
告
書
の
書

き
方
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
市
民
税
課
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

＊
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
も
、市
・

県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

＊
用
紙
が
届
か
な
い
場
合
は
、
市
民
税
課（
本
庁

舎
2
階
）、
出
張
所
・
連
絡
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
に
あ
る
申
告
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す

申
告
に
必
要
な
物

①
平
成
26
年
度
市
・
県
民
税
申
告
書

②
印
鑑（
認
め
印
可
）

③�

収
入
が
分
か
る
書
類（
平
成
25
年
分
の
給

与
所
得
や
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
な

ど
）

④�

昨
年
支
払
っ
た
健
康
保
険
・
介
護
保
険
の

領
収
書
、
国
民
年
金
保
険
料
・
生
命
保
険
・

地
震
保
険
の
支
払（
控
除
）証
明
書
、
そ
の

他
控
除
に
必
要
な
書
類（
障
害
者
手
帳
な

ど
）

⑤�
営
業
等
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る

方
は
、
収
入
・
経
費
が
分
か
る
帳
簿
な
ど

＊
会
場
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
。
記
載
済
み
の

申
告
書
は
、
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。
必
要

書
類
を
同
封
の
う
え
、
〒
3
5
0
︲
8
6
0
1

川
越
市
役
所
市
民
税
課
に
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
郵
送
で
の
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告　

2
月
17
日
㈪
～
3
月
17
日
㈪

　

左
記
の
チ
ェ
ッ
ク
表
で「
申
告
が
必
要
」
に
該
当
し
た
方
は
、
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
4
0

市
・
県
民
税
の
申
告
チ
ェ
ッ
ク
表
　
　
　　
　

は
い　
　
　
　
　
　

い
い
え
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市
政
に
ゅ
う
す

市
・
県
民
税
よ
く
あ
る
質
問
1

Q�
私
は
パ
ー
ト
収
入
の
み
で
す
。

市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ
る

の
は
い
く
ら
か
ら
で
す
か
？

ま
た
、
夫
が
配
偶
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
収
入

限
度
額
は
い
く
ら
で
す
か
？

A�

市
・
県
民
税
は
、
１
月
か
ら

12
月
ま
で
の
年
間
給
与
収
入

が
96
万
5
0
0
0
円
を
超
え

る
と
、課
税
さ
れ
ま
す
。ま
た
、

妻
の
給
与
収
入
が
1
0
3
万

円
以
下
で
あ
れ
ば
、
夫
が
配

偶
者
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

給
与
収
入
が
1
0
3
万
円
を

超
え
1
4
1
万
円
未
満
の
場

合
は
、
配
偶
者
特
別
控
除
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

市
・
県
民
税
よ
く
あ
る
質
問
2

Q�

私
の
収
入
は
公
的
年
金
の

み
で
す
。
申
告
は
必
要
で

す
か
？

A�

収
入
が
公
的
年
金
の
み
で

あ
り
、
年
間
収
入
額
が

4
0
0
万
円
以
下
の
場
合
、

所
得
税
で
は
申
告
不
要
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
に
は
確
定
申
告
が
必

要
で
す
。
確
定
申
告
を
し

な
い
方
で
も
「
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
」
に
記
載

の
な
い
各
種
控
除
を
市
・

県
民
税
に
適
用
す
る
に
は

市
・
県
民
税
申
告
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。

申
告
の
対
象

　

①
～
③
の
還
付
を
受
け
る
方
で
す
。

①
給
与
所
得
者
の
医
療
費
控
除

②�

年
金
受
給
者
で
還
付
要
件
に
該
当
す
る
方

③�

中
途
退
職
者
な
ど
で
年
末
調
整
を
し
て
い
な

い
方

＊
源
泉
徴
収
税
額
の
な
い
方
は
、
還
付
す
る
金

額
が
生
じ
ま
せ
ん
。

＊
土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
の
申

告
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
①
～
③
以

外
で
還
付
を
受
け
る
方
は
、
川
越
税
務
署（
並

木
4
5
2
︲
2
）で
受
け
付
け
ま
す
。

税
務
署
以
外
の
受
付
会
場

●�

東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
地
下
1
階（
脇
田
本
町

15
︲
13
）

受�

付
日
時
…
2
月
12
日
㈬
～
3
月
5
日
㈬（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）、
午
前
9
時
～
11
時
▼
午

後
1
時
～
3
時

＊
相
談
は
、
午
前
9
時
30
分
か
ら
で
す
。

＊
混
雑
時
は
、
受
付
時
間
中
で
も
受
け
付
け
を

終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

＊
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
そ
の
他
の
受
付
会
場　

受
付
時
間
…
午
前
9
時
～
午
後
4
時

申
告
に
必
要
な
物

⑴
必
ず
持
参
す
る
物

①�

平
成
25
年
分
の
源
泉
徴
収
票
の
原
本（
記
載

さ
れ
て
い
る
住
所
・
氏
名
が
異
な
る
場
合
は

住
民
票
の
写
し
が
必
要
）

②
印
鑑（
認
め
印
可
）

③�

振
込
金
融
機
関
の
口
座
番
号
等
が
分
か
る
物

（
申
告
者
名
義
の
口
座
に
限
る
）

■
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

記
載
済
み
の
申
告
書
と
必
要
書
類
を
同
封

し
て
、
〒
3
5
0
︲
8
6
6
6
川
越
税
務

署
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

④
筆
記
用
具

⑤
計
算
用
具

＊
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
書
ま
た
は
お
知
ら
せ

の
ハ
ガ
キ
等
が
送
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
忘

れ
ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵�

医
療
費
控
除
に
よ
る
還
付
を
受
け
る
方
が
持

参
す
る
物

❶
⑴
の
①
～
⑤

❷�

支
払
っ
た
医
療
費
な
ど
の
領
収
書
の
原
本

（
医
療
費
の
支
払
額
を
病
院
別
、
医
療
を
受

け
た
人
別
に
集
計
し
た
物
）

❸�

保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が
あ
る

方
は
、
そ
の
金
額
が
分
か
る
書
類

❹�

お
む
つ
使
用
証
明
書
等
の
添
付
が
必
要
な
方

は
、
そ
の
証
明
書
な
ど

⑶�
年
金
受
給
者
・
昨
年
中
に
退
職
し
た
方
が
持

参
す
る
物

❶
⑴
の
①
～
⑤

❷�

昨
年
支
払
っ
た
健
康
保
険
・
介
護
保
険
の
領

収
書
、
国
民
年
金
保
険
料
・
生
命
保
険
・
地

震
保
険
の
支
払（
控
除
）証
明
書
、
そ
の
他
控

除
に
必
要
な
書
類（
障
害
者
手
帳
な
ど
）

■
年
金
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
金
収
入
の
み
の
方
を
対
象
に
、
年
金
説
明

会
と
申
告
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

時�

間
…
午
前
10
時
～
正
午（
受
け
付
け
＝
午
前

9
時
30
分
～
10
時
）▼
午
後
2
時
～
4
時（
受

け
付
け
＝
午
後
1
時
30
分
～
2
時
）

■
無
料
税
務
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

税
務
全
般
・
記
帳
と
決
算
の
指
導
・
確
定
申

告
書
類
作
成
の
指
導
な
ど
。
税
理
士
に
依
頼
し

て
い
る
方
を
除
き
ま
す
。

日�

時
…
2
月
1
日
㈯
、
午
前
10
時
～
午
後
3
時

30
分

会�

場
…
東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
8
階（
脇
田
本
町
）

問�

い
合
わ
せ
…
関
東
信
越
税
理
士
会
川
越
支

部
L
2
4
6
︲
6
1
8
8

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
か
ら
直
接
電
子
申
告

が
で
き
ま
す
。

e-Tax を
ご利用

ください

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
申
告

　

こ
の
期
間
は
、
東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
に
還
付
申
告
の
会
場
を
設
け
て
い
ま
す
。
昨
年
中
に
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方
や
、
年

末
調
整
を
し
て
い
な
い
方
な
ど
は
、
一
定
の
要
件
に
合
え
ば
還
付
の
申
告
で
、
す
で
に
納
め
た
所
得
税
が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

川
越
税
務
署（
申
告
案
内
窓
口
）
L
2
3
5
︲
9
4
1
1

2
月
12
日
㈬
～
3
月
5
日
㈬

2
月

6
日
㈭

や
ま
ぶ
き
会
館

7
日
㈮

高
階
南
公
民
館

10
日
㈪

メ
ル
ト

12
日
㈬

霞
ケ
関
北
公
民
館

13
日
㈭

霞
ケ
関
公
民
館

14
日
㈮

大
東
公
民
館

2
月

3
日
㈪

メ
ル
ト

4
日
㈫

高
階
南
公
民
館
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市
政
に
ゅ
う
す

地地
区区
計計
画画
、、
ごご
存存
知知
でで
すす
かか
??

地
区
計
画
、
ご
存
知
で
す
か
?

都
市
計
画
課
L
2
2
4
︲
5
9
4
5

　

住
み
よ
い
環
境
の
整
備
や
豊
か
な
自
然
の
保
全
な
ど
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、市
内
の
一
部
の
地
域
で
は
地
区
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

地
区
計
画
っ
て
何
？

　

生
活
に
身
近
な
地
区
を
単
位
と
し
て
、

建
物
の
建
て
方
や
用
途
な
ど
に
つ
い
て
、

地
区
の
特
性
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
ル

ー
ル
を
定
め
た
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
く

制
度
で
す
。
決
定
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
と

の
合
意
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
左
表
の
14
地
区
に
地
区
計
画
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
ル
ー
ル
が
あ
る
の
？

　

ル
ー
ル
は
、
地
区
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。
建
物
の
用
途
を
制
限
し
、
用
途
の
混

在
を
防
い
だ
り
、
ゆ
と
り
あ
る
ま
ち
づ
く

り
の
た
め
に
、
建
ぺ
い
率
の
最
高
限
度
を

定
め
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

ま
た
、
地
区
計
画
で
は
建
築
基
準
法
に

定
め
の
な
い
、
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
や

壁
面
の
位
置
、
建
築
物
の
高
さ
、
垣
根
ま

た
は
柵
の
構
造
な
ど
に
つ
い
て
も
定
め
ら

れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
よ
り
地
区
の
実
情

に
合
っ
た
住
環
境
を
形
成
す
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
具
体
例

　

地
区
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
内

で
、
建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
や
工

作
物
の
新
築
・
増
築
・
外
構
な
ど
の
工
事

を
行
う
と
き
は
、
工
事
着
手
の
30
日
前
ま

で
に
都
市
計
画
課（
本
庁
舎
5
階
）へ
届
け

出
が
必
要
で
す
。

　

地
区
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
は
、
建
築
確

認
申
請
が
不
要
な
小
規
模
な
増
築
、
柵
の

設
置
、
物
置
・
車
庫
の
設
置
な
ど
で
も
届

け
出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

工
事
着
手
30
日
前
ま
で
に

届
け
出
が
必
要
で
す
！

①高さや用途の制限②垣根や柵の構造の制限

新
河
岸
駅
周
辺
地
区
の
地
区
整
備
計

画
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　

新
河
岸
駅
周
辺
地
区
整
備
事
業
に

お
け
る
川
越
都
市
計
画
の
変
更
に
伴

い
、
同
地
区
の
地
区
計
画
が
変
更
さ

れ
、
制
限
が
か
か
る
区
域
が
拡
大
さ

れ
ま
し
た
。
区
域
の
詳
細
な
ど
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
…
高
階
土
地
区
画
整
理

事
務
所
L
2
4
4
︲
5
5
8
8

地区名 位置 面積（ha）

川鶴笠幡地区 川鶴2丁目、3丁目の各一部 約6.6

川越笠幡水久保地区 大字笠幡字水久保地内 約7.5

霞ケ関地区
伊勢原町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、
5丁目の全部および的場新町の一部

約69.8

南古谷駅西地区
泉町の全部、大字大中居字西の一部、
大字南田島字堤外の一部

約15.7

四都野台地区 四都野台の全部 約12.1

上戸新町地区 上戸新町の全部 約12.5

藤木地区 藤木町の一部 約12.0

笠幡東前原地区
大字笠幡字東前原の一部、大字的場字
鉄砲場の一部

約2.5

大塚新田南大塚地区 大塚新町の一部 約17.0

川越駅西口地区 新宿町1丁目の一部、旭町1丁目の一部 約4.9

鴨田地区 大字鴨田の一部、芳野台3丁目の全部 約21.3

西部地域振興ふれあ
い拠点地区

新宿町1丁目の一部 約2.9

新河岸駅周辺地区
大字扇河岸、大字砂、大字砂新田の各
一部

約72.5

東田町地区 東田町の一部 約5.4

地区計画を導入している地区

＊
地
区
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
、

ル
ー
ル
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く

は
、
都
市
計
画
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
で
き
ま
す
。
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国
保
加
入
者
は
所
得
の
申
告
を

国
民
健
康
保
険
課
L
2
2
4
︲
5
8
3
3

　

申
告
内
容
は
、
税
額
の
計
算
や
高
額
療

養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
、
入
院
時
の
食

事
代
な
ど
を
決
定
す
る
資
料
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
国
保
加
入
者
は
、
必
ず

市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
税
法
上
の
被
扶
養
者

②
前
年
中
に
所
得
が
な
い
方
、
遺
族
年
金

や
障
害
年
金
等
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方

③
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者

給
与
支
払
報
告
書
の
連
続
用
紙

の
申
し
込
み

市
民
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
4
0

　

来
年
1
月
に
提
出
す
る
「
平
成
27
年
度

給
与
支
払
報
告
書
」
を
連
続
用
紙
で
作
成

し
て
い
る
市
内
の
事
業
所
に
用
紙
を
無
料

で
差
し
上
げ
ま
す
。

　

希
望
す
る
事
業
所
は
、
2
月
7
日
㈮

ま
で
に
、
電
話
で
市
民
税
課
へ
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
昨
年
度
申
し
込
ん
だ

事
業
所
に
は
、
申
込
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
。バ

ナ
ー
広
告
を
募
集

情
報
統
計
課
L
2
2
4
︲
5
5
6
1

　

平
成
26
年
4
月
か
ら
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
す
る
バ
ナ
ー
広
告
を
募
集

し
ま
す
。
平
成
24
年
度
の
ト
ッ
プ
ペ
ー

ジ
へ
の
平
均
月
間
ア
ク
セ
ス
件
数
は
約

10
万
2
0
0
0
件
。
市
民
だ
け
で
は
な

く
、
観
光
客
へ
の
広
告
効
果
も
期
待
で
き

ま
す
。

　

掲
載
の
決
定
は
、
広
告
内
容
を
審
査
し

て
行
い
ま
す
。応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

応
募
期
間
終
了
後
も
、
空
き
が
あ
る
場
合

は
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

応�

募
期
間
…
3
月
7
日
㈮（
必
着
）

掲�

載
期
間
…
4
月
～
平
成
27
年
3
月（
1

か
月
単
位
）

広�

告
料
…
月
3
万
円（
長
期
掲
載
は
割
引

有
り
）

食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
に
対

す
る
意
見
募
集

食
品
・
環
境
衛
生
課

L
2
2
7
︲
5
1
0
3

O
2
2
4
︲
2
2
6
1

　

市
で
は
、
平
成
26
年
度
川
越
市
食
品
衛

生
監
視
指
導
計
画（
案
）を
策
定
し
ま
し

た
。
よ
り
良
い
計
画
と
す
る
た
め
、
同
計

画
に
対
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲�

覧
・
募
集
期
間
…
2
月
1
日
㈯
～
3
月

2
日
㈰

閲�

覧
場
所
…
保
健
所
・
保
健
医
療
推
進
課

（
本
庁
舎
2
階
）・
出
張
所
・
連
絡
所
・

公
民
館
・
図
書
館

意�

見
の
提
出
方
法
…
任
意
の
用
紙
に
意
見

と
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、
〒
3
5
0
︲
1
1
0
4
小
ケ
谷

8
1
7
︲
1�

保
健
所
食
品
・
環
境
衛

生
課（
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
・
意
見
の

提
出
が
で
き
ま
す
。

意
見
の
取
り
扱
い

　

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
今
後
の
計
画
策

定
の
参
考
に
し
ま
す
。
ま
た
、
意
見
の
内

容
と
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
公
表

し
ま
す
。
類
似
の
意
見
は
取
り
ま
と
め
て

公
表
し
、
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
個
人
情
報
は
、
公
表
し
ま
せ
ん
。

休
日
収
納
窓
口
の
開
設

日
程

開
設
時
間

取
り
扱
い
内
容

受
付
窓
口

2
月
9
日
㈰

午
前
8
時
30
分

　
　
　
　

～
正
午

市
税
・
国
保
税
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護

保
険
料（
65
歳
以
上
）の
収

納
と
納
税
・
納
付
相
談

市
役
所
本
庁
舎

収
税
課
⑥
番
窓
口（
2
階
）

医
療
助
成
課
②
番
窓
口（
2
階
）

介
護
保
険
課
⑤
番
窓
口（
3
階
）

収
納
窓
口
と
納
税
・
納
付
相
談
の
時
間
延
長

市
税
・
国
保
税
＝
収
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
9
1

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
＝
医
療
助
成
課
L
2
2
4
︲
5
8
4
2

介
護
保
険
料
＝
介
護
保
険
課
L
2
2
4
︲
5
8
1
7

●
次
の
日
程
で
収
納
と
納
税
・
納
付
相
談
を
午
後
7
時
ま
で
時
間
延
長
し
ま
す

受
付
日

受
付
窓
口

2
月

3
日
㈪

古
谷
出
張
所
・
南
古
谷
出
張
所
・

高
階
出
張
所

市
役
所
本
庁
舎

収
税
課
⑥
番
窓
口（
2
階
）

医
療
助
成
課
②
番
窓
口（
2
階
）

介
護
保
険
課
⑤
番
窓
口（
3
階
）

4
日
㈫

福
原
出
張
所
・
大
東
出
張
所
・

霞
ケ
関
北
出
張
所

5
日
㈬

ー

6
日
㈭

霞
ケ
関
出
張
所
・
名
細
出
張
所

7
日
㈮

芳
野
出
張
所
・
山
田
出
張
所

●
取
り
扱
い
内
容（
午
後
5
時
15
分
～
7
時
）

市
役
所
本
庁
舎

市
税
・
国
保
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料（
65
歳
以
上
）

出
張
所

市
税
・
国
保
税

＊
出
張
所
で
の
納
税
・
納
付
相
談
は
、
午
後
5
時
15
分
以
降
に
受
け
付
け
し
ま
す
。
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土地・建物の所在地＝都市整備課L224－5964▶住所＝市民課L224－5744

新町名「中台元町1丁目」「中台元町２丁目」が誕生します

　町名地番整理の実施に伴い、下記のとおり「土地・建物の所在地」および「住所」を変更します。

変更日 旧大字名 新町名 郵便番号

3月3日㈪
新宿の一部・今福の一部・大仙波の一部・大仙波新田の一部 中台元町1丁目

350－1138
今福の一部・岸の一部・砂久保の一部 中台元町2丁目

「町名地番変更用の住民票」が必要な方
　3月3日㈪以降に、身分証明書（免許証・健康保険証など）を持参

し、市民課（本庁舎1階）・出張所・連絡所・本川越駅証明センタ

ーへ申請してください。発行手数料は無料です。

＊「町名地番変更用の住民票」は、自動交付機では発行できません。

個
人
情
報
保
護
審
議
会
委
員
を
公
募

総
務
課
L
2
2
4
︲
5
5
5
0

　

個
人
情
報
保
護
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運

営
を
図
る
た
め
、
市
な
ど
の
求
め
に
応
じ
て
審

議
を
す
る
同
会
委
員
を
公
募
し
ま
す
。
応
募
用

紙
は
総
務
課（
本
庁
舎
4
階
）で
配
布
し
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

受�

付
期
間
…
2
月
3
日
㈪
～
28
日
㈮（
必
着
）

対�

象
…
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
①
4
月

1
日
現
在
、
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
成

人
、
②
平
日
昼
間
に
随
時
開
催
さ
れ
る
会
議

に
出
席
で
き
る
、
③
他
の
附
属
機
関
の
委
員

に
な
っ
て
い
な
い

任
期
…
4
月
1
日
㈫
か
ら
2
年
間

定
員
…
3
人
以
内（
選
考
）

申�

し
込
み
…
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
明
記

し
、
小
論
文「
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
」

（
任
意
の
用
紙
・
8
0
0
字
程
度
）を
添
え
て
、

〒
3
5
0
︲
8
6
0
1
川
越
市
役
所
総
務

課（
郵
送
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
）

＊
提
出
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

ス
ト
マ
装
具
等
の
更
新
申
請

障
害
者
福
祉
課
L
2
2
4
︲
5
7
8
5

　

ス
ト
マ
装
具
・
紙
お
む
つ
等
に
つ
い
て
、
平

成
26
年
4
～
9
月
分
の
日
常
生
活
用
具
費
の
更

新
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

対�

象
…
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
で
、
継
続
を

希
望
さ
れ
る
方

受�

付
期
間
…
2
月
3
日
㈪
～
28
日
㈮（
必
着
）

提�

出
方
法
…
平
成
26
年
3
月
分
ま
で
の
支
給
決

定
通
知
書
に
同
封
さ
れ
た
申
請
書
に
必
要
事

項
を
明
記
し
、
〒
3
5
0
︲
8
6
0
1
川

越
市
役
所
障
害
者
福
祉
課（
郵
送
可
）

給
食
用
物
資
の
納
入
業
者
申
請
を

受
け
付
け

保
育
課
L
2
2
4
︲
5
8
2
7

　

市
立
保
育
園
、
あ
け
ぼ
の
・
ひ
か
り
児
童
園
、

み
よ
し
の
支
援
セ
ン
タ
ー
の
平
成
26
年
度
給

食
用
物
資
納
入
業
者
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

希
望
者
は
、
各
施
設
で
給
食
用
物
資
要
綱
な

ど
を
確
認
し
、
必
要
事
項
を
記
入
し
た
申
請
書

を
物
資
納
入
を
希
望
す
る
施
設
に
直
接
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

条�

件
…
市
内
に
店
舗
ま
た
は
営
業
所
が
あ
り
、

継
続
し
て
2
年
以
上
営
業
し
て
い
る

業�

種
…
穀
類
、
肉
類
、
青
果
類
、
鮮
魚
類
、
菓

子
・
パ
ン
類
、
牛
乳
類
、
豆
腐
と
そ
の
加
工

品
、
調
味
料
類

申�

込
期
間
…
2
月
3
日
㈪
～
7
日
㈮
、
午
後
1

時
～
4
時（
郵
送
不
可
）

契�

約
期
間
…
前
期（
4
月
～
9
月
）と
後
期（
10

月
～
来
年
3
月
）、
そ
れ
ぞ
れ
1
業
種
に
つ

き
1
業
者
と
契
約

問�

い
合
わ
せ
…
あ
け
ぼ
の
・
ひ
か
り
児
童
園

L
2
2
4
︲
7
7
6
6
▼
み
よ
し
の
支
援
セ

ン
タ
ー
L
2
2
5
︲
2
5
1
9

＊
市
立
保
育
園
に
関
し
て
は
、
保
育
課（
本
庁

舎
3
階
）に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

新宿小学校

中台元町1丁目中台元町1丁目

中台元町2丁目中台元町2丁目

不老川

久保川

県
道
川
越
所
沢
線

県
道
川
越
入
間
線

　町名地番整理の実施に伴い、3月1日㈯・2日㈰は、市役所本

庁舎１階ロビー・南連絡所・高階市民センター・名
なぐわし

細市民セン

ター・大東南公民館・霞ケ関北出張所に設置してある印鑑証明・

住民票の自動交付機は利用できません。

　市民課
L224－5744

3 月 1日㈯・2日㈰
自動交付機を休止します
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〜ひとくち情報〜　ミニ・インフォメーション　〜ひとくち情報〜
●土壌改良材「肥

こ

え土
ど

」の配布について　資源循環推進課L239－5053
　�1月分の配布は、好評につき終了しました。なお、今後は、配布時の状況により抽選等を行う場合があります。詳しくは、同
課までお尋ねください。
●川越市防災会議を開催　防災危機管理課L224－5554
　�川越市地域防災計画の修正について。2月6日㈭、午後2時～。市立美術館。傍聴は5人（抽選）。当日、午後1時～1時40分
に会場で受け付け。
●川越駅西口市有地の利活用に関する市民懇話会を開催　川越駅西口まちづくり推進室L245－6011
　�今後の検討の参考とするため、市民懇話会を開催します。当日直接会場。2月10日㈪、午前10時～11時30分。7A会議室（本
庁舎7階）。先着120人。
●耐震改修住宅の所得税控除　建築指導課L224－5974
　�昭和56年5月31日以前に建築された自ら居住している既存住宅を、平成25年中に耐震改修工事を行った場合、所得税額の
特別控除が受けられます（要確定申告）。申告時に必要な証明書は、建築指導課（本庁舎5階）で無料交付します。
●労使トラブル解決は労働委員会にご相談ください　雇用支援課L227－5776
　�同委員会は、公正な立場で労働者・労働組合と会社とのトラブル解決の手伝いを無料で行う県の機関です。ご利用ください。
詳しくは、同委員会L048－830－6465にお尋ねください。

都市景観重要建築物の指定
　市では、重要な価値があると認められる建築物などを「都市景観重要建築物等」に指定しています。
11月に2件を新たに指定し、合計77件になりました。

都市景観課L224－5961

二
に

村
むら

家主屋および土蔵・塀
所�在地…末広町1丁目1番地1

建�築年…主屋＝明治後期▶土

蔵＝明治16年

　主屋は、切
きり

妻
づま

造
づく

りの2階建

てで、間口が5間という比較

的大型の町家です。

　土蔵も、桁
けた

行
ゆき

6間梁
はり

間
ま

2間

半という大きなもの。六軒町

から延びる入間川街道と仲町

交差点から妙養寺へ向かう道

の十字路に建ち、地域のランドマークとなっています。

二村家別棟主屋
所在地…末広町1丁目1番地2

建�築年…明治時代末～大正時代

　二村家主屋の南に建つ別棟

の主屋は、切妻造りで間口は

3間半ですが、大きな影盛や

漆
しっ

喰
くい

仕上げの箱
はこ

棟
むね

、ひときわ

高い棟が印象的な町家です。

　さらに、2階の軒は出
だし

桁
げた

造

りで、垂
たる

木
き

や腕
うで

木
ぎ

などの木口

には腐食防止の銅板が巻かれていてアクセントにな

っています。

　

市
長
と
市
民
が
直
接
対
話
し
、
市
民
の
立
場
に

立
っ
た
公
正
・
公
平
な
市
政
運
営
に
生
か
す
こ
と

を
目
的
と
し
た
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
平
成
25
年
度

は
、
テ
ー
マ
別
に
5
回
開

催
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
意
見
や
提
案
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
開
催
し
た

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の

報
告
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
出
張
所
・
図
書
館

で
確
認
で
き
ま
す
。

開催日 テーマ 対象者
5月 17日 女性目線のまちづくり・まちの活性化 川越おかみさん会
7月 18日 若者の力を生かしたまちの活性化 川越商工会議所�青年部
8月 15日 子ども目線のまちづくり 子ども大学かわごえ�学生
10月 24日 新成人が考える川越の将来像 新成人
11月 14日 市制 100周年を見据えたまちづくり 公募

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
報
告

広
聴
課
L
2
2
4
︲
5
0
1
1



	広報川越№1311・2014.1.25	 8

子
育
て
情
報
館

施
設
情
報

保
健
・
健
康

コ
ラ
ム

ひ
と 

ま
ち

市
民
相
談
案
内

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ

市
政
に
ゅ
う
す

　公民館および霞ケ関北小学校特別教室の貸出時間

および使用料が、4月1日㈫から変更になります。

また、「川越市コミュニティセンター」が廃止とな

り福原公民館の部屋として引き継がれます。なお、

施設予約の方法に変更はありません。変更後の使用

料など詳しくは、各公民館にお尋ねください。

貸出時間

公民館の貸出時間、
使用料等が変更になります

中央公民館L222－1394

　市内における、食器やまな板など食品用の

「器具」および缶・ペットボトルなど食品用

の「容器包装」の製造施設を把握するために、

4月1日㈫から届け出制度が始まります。

　平成26年4月1日現在、市内において器具、

容器包装を製造している方は、6月30日㈪

までに、保健所に届け出してください。また、

4月1日以降、市内において、器具、容器包

装の製造を開始する方は、事前に保健所に届

け出が必要です。詳しくは、お尋ねください。

＊届け出の際には、施設の図面を持参してく

ださい。

主な対象
■器具・機械
①食品を食べるときに使用する器具

例…茶わん、はし、皿、弁当箱など

②食品を調理するときに使用する器具

例…包丁、まな板、鍋、ボウルなど

③�その他、食品や添加物の製造機械、冷蔵庫、

陳列ケース、運搬具など

■食品または添加物の容器包装等
例�…びん、缶、袋、ペットボトル、箱、包装

紙など

食品用「器具」「容器包装」製造の
届け出制度が始まります

食品・環境衛生課L227－5103

変
更
前

午前 午後 夜間
午前9時

～正午 午後1時～5時 午後5時30分
～9時30分

変
更
後

午前 午後1 午後2 夜間
午前9時

～正午
午後1時
～3時30分

午後4時
～6時30分

午後7時
～9時30分

公
民
館

公
民
館

中
央
公
民
館
の
催
し

L
2
2
2
︲
1
3
9
4

O
2
2
6
︲
2
0
0
6

　

郵
送
先
は
〒
3
5
0
︲
0
0
5
4

三
久
保
町
18
︲
3
・
中
央
公
民
館
。

●
お
ひ
な
様
飾
り
を
作
っ
て
み
よ
う

日
時
…
2
月
22
日
㈯
、
午
前
9
時
30

分
～
11
時
45
分　

対
象
…
小
学
生

（
保
護
者
参
加
可
）　

定
員
…
30
人

（
抽
選
）　

経
費
…
1
0
0
円　

申

し
込
み
…
往
復
ハ
ガ
キ
に
催
し
名
・

住
所
・
氏
名
・
ふ
り
が
な
・
電
話
番

号
・
学
年
、
保
護
者
参
加
の
場
合
は

氏
名
を
明
記
し
、
2
月
14
日
㈮（
必

着
）ま
で
に
郵
送（
フ
ァ
ク
ス
・
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
）

●
古
地
図
か
ら
知
る
川
越

日
時
…
3
月
7
日
㈮
・
14
日
㈮
、
午

前
10
時
～
正
午　

対
象
…
市
内
在
住

の
成
人　

定
員
…
20
人（
抽
選
）　

経

費
…
1
0
0
円　

申
し
込
み
…
往

復
ハ
ガ
キ
に
催
し
名
・
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
を
明
記
し
、
2
月
21
日
㈮

（
必
着
）ま
で
に
郵
送（
フ
ァ
ク
ス
・

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
）

●
障
が
い
者
青
年
学
級
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
体
験
講
座

　

内
容
に
よ
り
一
部
費
用
負
担
あ

り
。
23
日
は
学
級
へ
の
参
加
体
験
。

日
時
…
3
月
14
日
㈮
、
午
後
6
時
～

7
時
▼
23
日
㈰
、
午
前
9
時
～
午
後

3
時
30
分　

会
場
…
同
館
ほ
か　

対

象
…
18
歳
以
上　

定
員
…
15
人（
抽

選
）　

申
し
込
み
…
往
復
ハ
ガ
キ
に

催
し
名
・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電

話
番
号
を
明
記
し
、2
月
28
日
㈮（
必

着
）ま
で
に
郵
送（
フ
ァ
ク
ス
可
）

環
境
学
習
講
座

霞
ケ
関
公
民
館
L
2
3
1
︲
1
0
0
9

　

資
源
化
セ
ン
タ
ー
の
見
学
、エ
コ
・

ク
ッ
キ
ン
グ
な
ど
。

日
時
…
2
月
26
日
㈬
・
3
月
7
日
㈮
・

13
日
㈭
、
午
後
1
時
～
4
時
ほ
か　

会
場
…
同
館
ほ
か　

対
象
…
市
内
在

住
・
在
勤
の
成
人　

定
員
…
先
着
20

人　

経
費
…
6
0
0
円　

申
し
込

み
…
2
月
10
日
㈪
、
午
後
1
時
30
分

か
ら
経
費
を
添
え
て
同
館

お
も
し
ろ
実
験
室

「
万
華
鏡
を
作
ろ
う
」

大
東
公
民
館
L
2
4
3
︲
0
0
2
2

日
時
…
2
月
15
日
㈯
、
午
前
9
時
30

分
～
11
時
30
分　

対
象
…
小
中
学
生

定
員
…
25
人（
抽
選
）　

経
費
…

2
0
0
円　

申
し
込
み
…
往
復
ハ

ガ
キ
に
催
し
名
・
住
所
・
氏
名
・
ふ

り
が
な
・
学
年
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、
2
月
5
日
㈬（
必
着
）ま
で
に
〒

3
5
0
︲
1
1
6
2
南
大
塚
一
丁

目
14
︲
12
・
大
東
公
民
館

＊
会
場
＝
問
い
合
わ
せ
と
同
じ
・
対
象
＝
ど
な
た
で
も
・
定
員
＝
な
し
・
経
費
＝
無
料
の
場
合
は
記
載
を
省
略
し
て
い
ま
す
。

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ


